
 

 

  

4年間の大学費用、 
国立は 243万、私立は 464万！ 

LINE登録はこちら 

ちょっと 
ひとこと 

今回は大学の学費について見ていきましょう。国公立と私立ではどのくらい違うのでしょうか？ 

文科省の 2021 年のデータによると、国立大学の入学料は 28 万 2,000 円、授業料は 53 万

5,800円です。4年間の総額を「入学料＋授業料×4年」で計算すると 243万円となります。 

公立大学の入学料は 39 万 1,305 円、授業料は 53 万 6,563 円、4 年間の総額は 254 万

円。公立大学は学校により学費が異なるため平均値となります。私立大学の入学料は 24 万

5,951円、授業料は 93万 943円です。私立大学はこのほかに施設設備費や実験実習費などが

かかるため、4年間の総額平均は 464万円。 

文系では 419万円、 

理系では 582万円となります。 

ちなみに、私立医歯系は、6年間で 

平均 2,656万円となります。 

学費の推移を見てみると、国立大の 

授業料は 2005年から変わっていませんが、 

私立大は年々上昇傾向です。 
出典:「文科省 国公私立大学の授業料等の推移」より筆者作成 
※グラフは入学料＋授業料×4 年で比較 

 

私立大 

国立大 

日本の介護を支える介護保険制度。 

では、私たちは、介護保険料を何歳から 

負担するのでしょうか？ 

 

１ 30歳 

２ 40歳 

３ 50歳 

（答えは裏面にあります！） 

1２月は年末調整の時期。今回は年末調整につい

て、コラムで解説していますので、この機会に確認

をしておきましょう。 

そして、年末調整をする時に必要になる「生命保険

料控除」。節税にもなるので、忘れずに。 

ただ、「生命保険料控除」を使い切らないともった

いない！ということはありません。 

もし、控除枠を使うために保険に入っているとした

ら、要注意です。少し安い卵を買いに隣町に買い物

に行くようなもの。しっかりと確認しましょう。 

 



 

 

所得税ってどうやって 

算出するの？ 

あなたがおうちの FP 

三井
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HPはこちらからどうぞ！ 
あなたがおうちの FPは金融知識の定着と向上を 

目的として「顧客第一」で情報発信しています。 

不動産・保険・金融商品の勧誘、手数料目的での 

販売は一切行っておりません。 

 

コラム 

私たちがお天気を見て自分の行動を決めるように、 

空の星の動きも、私たちの心に影響していることはご存知ですか？ 
 

12 月は自分の向上心が高まり、社会での理想を描いてさらにバージョ

ンアップしようと、エネルギッシュになれるかも。 

 

専門性を高めるために学ぶ、海外に行く、精神性や哲学などに触れる

と、自分なりの思想や信念が分かり、視野が広がる可能性も。 

 

22 日(金)は冬至。春分までの 3 か月間は、人生を畑と捉えた時に、春

にどんな種を蒔こうか考え、そのための土作りをするイメージです。 

 

自分の心にまっすぐに、明るく前向きになれるタイミングなので、たとえ

世の中は大きく揺らいでいても「自分にはこれができる！」と気がつくこ

とができるかも。 

 

慌ただしいのが師走ですが、すてきな１２月をお過ごしくださいね。 

星よみ★  

 

みついゆきの 

個人の所得税は、1～12 月の 1 年間の所得を基準に計算します。会社員の方は、毎月の給与か

ら概算で所得税が源泉徴収され、年末調整で調整します。 

では、具体的に所得税をどのように算出していくのか、確認していきましょう。 

①収入－経費（給与所得控除）＝所得 

収入から経費分を差し引いた後の金額が所得。会社員は収入によって定められた給与所得控

除額が差し引かれる。 

②所得－所得控除額＝課税所得 

所得控除は社会保険料控除、配偶者控除など 15種類。個人的事情により控除額は異なる。 

③課税所得×所得税率＝所得税額 

課税所得に税率をかけ所得税を算出。 

④所得税額－税額控除＝基準所得税額 

住宅ローン減税などを受けている場合 

は、所得税額から減税分を差し引く。 

⑤基準所得税額＋復興特別所得税（基準 

所得税額×2.1%）＝納税額 

復興特別所得税（基準所得税額×2.1%） 

は 2037年末までの予定。 

 

【所得税の算出方法】 

 

正解：２ 

 

介護保険料は 40歳になった月から 

支払が発生します。 

40～64歳は健康保険料と合わせて 

支払い、65歳以降は市区町村に支払います。 


